
 

       特商法・預託法における 

         書面交付の電子化に反対します 

 
 （一社）北海道消費者協会は２月５日、内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全担当）、

消費者庁長官、消費者委員会委員長に対し、「特定商取引法・預託法における書面交付の電

子化に反対する意見書」を提出しました。 

 

 今年１月 14 日の第 335 回消費者委員会で、「特商法・預託法における契約書面等の電子

化について」が議題となり、消費者庁は「消費者の承諾を得た場合に限り、電磁的方法に

より交付することを可能にする」として、今通常国会に特商法・預託法の改正法案を提出

する考えを示しました。（資料１、参考資料 参照） 

 デジタル化は世界の潮流ではあるものの、全世代にわたって詐欺的な定期購入契約の被

害相談が急増している現状を踏まえると、書面交付の電子化は消費者保護に逆行していま

す。また、悪質な事業者によっては口頭説明後に契約内容を改変し、電子交付では消費者

が見逃す危惧さえあります。 

 こうしたことから、契約書面交付の電子化に強く反対します。この問題では、全国消費

者団体連絡会、全国消費生活相談員協会など多くの団体が反対するか、慎重な論議を求め

ています。 

 

 詳しくは添付の意見書を参照ください。 

 

※このニュースリリースは、道政記者クラブ、経済記者クラブに配布しています。 
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